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国
民
年
金
基
金
は
、
自
営
業
者

や
農
業
従
事
者
な
ど
の
国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
の
方
が
ゆ
と
り

あ
る
老
後
を
過
ご
せ
る
よ
う
、
国

民
年
金
に
上
乗
せ
す
る
公
的
な
年

金
制
度
で
す
。

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
20 

歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
と
、
60
歳

以
上
65
歳
未
満
で
任
意
加
入
さ
れ

て
い
る
方
が
国
民
年
金
基
金
に
加

入
で
き
ま
す
。
加
入
は
任
意
で
、

現
在
の
状
況
や
将
来
設
計
に
あ
わ

せ
た
プ
ラ
ン
設
計
が
可
能
で
す
。

　

年
金
受
給
前
や
保
証
期
間
内
に

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
、
ご
家
族
に

一
時
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
（
保

証
が
な
い
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
）。

受
け
取
る
年
金
は
公
的
年
金
等
控

除
の
対
象
に
な
り
、
税
制
面
で
優

遇
さ
れ
ま
す
。
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不
凍
止
水
栓
を
締
め
て
水
を
止

め
て
か
ら
、
お
近
く
の
市
指
定
給

水
装
置
工
事
事
業
者
に
修
理
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

《
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
内
の
凍
結

防
止
》

　

使
い
古
し
の
毛
布
や
布
切
れ
、

発
砲
ス
チ
ロ
ー
ル
な
ど
を
濡
れ
な

い
よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
詰
め
て
、

保
温
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
不
明
な
点
は
、
水
道

部
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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部
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下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
地
域
で

は
接
続
す
る
こ
と
で
、
ト
イ
レ
や

台
所
・
お
風
呂
等
の
汚
水
を
直
接
、

下
水
道
管
に
流
せ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
悪
臭
や
害
虫
の
発

生
を
抑
え
生
活
環
境
が
よ
く
な
る

ほ
か
、
側
溝
や
河
川
が
き
れ
い
に

な
り
、
自
然
環
境
を
守
る
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。　
　

　

清
潔
で
住
み
よ
い
街
に
す
る
た

め
、
す
で
に
下
水
道
が
使
え
る
区

域
の
ご
家
庭
で
、
ま
だ
接
続
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
下
水
道
へ
の

早
期
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
本
庁
舎
下
水
道
課　

内
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③
事
故
を
誘
発
す
る
危
険
性
が
あ

る
た
め
、
道
路
に
雪
を
捨
て
な
い

で
く
だ
さ
い
。

④
主
な
市
道
の
坂
道
や
日
陰
に
は

融
雪
剤
が
設
置
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
路
面
凍
結
時
に
は
散
布
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
道
路
河
川
課　

内
２
２

７
５
／
各
庁
舎
事
業
課　
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気
温
が
マ
イ
ナ
ス
４
度
以
下
に

な
る
と
水
道
管
が
凍
り
、
破
裂
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

北
向
き
や
風
当
た
り
の
強
い
と

こ
ろ
に
あ
る
も
の
、
む
き
出
し
に

な
っ
て
い
る
も
の
な
ど
は
、
特
に

注
意
が
必
要
で
す
。
定
期
的
に
水

道
管
を
点
検
し
、
凍
結
か
ら
守
り

ま
し
ょ
う
。

《
水
道
管
が
凍
結
し
て
し
ま
っ
た

場
合
》

　

凍
っ
て
し
ま
っ
た
部
分
に
タ
オ

ル
や
布
な
ど
を
か
ぶ
せ
て
、
そ
の

上
か
ら
ゆ
っ
く
り
ぬ
る
ま
湯
を
か

け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
は
、
蛇

口
は
開
け
た
ま
ま
に
せ
ず
、
必
ず

閉
め
て
く
だ
さ
い
。

《
水
道
管
が
破
裂
し
て
し
ま
っ
た

る
方
が
、
継
続
を
希
望
す
る
場
合

も
、
再
度
申
請
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

●

対
象　

父
母
お
よ
び
同
居
の
祖

父
母
が
、
就
労
な
ど
に
よ
り
放
課

後
留
守
家
庭
に
な
る
小
学
生　

●

提
出
書
類　

児
童
ク
ラ
ブ
入
会

申
込
書
、
就
労
証
明
書
な
ど　

※
申
込
書
類
は
本
庁
舎
こ
ど
も
課
、

各
庁
舎
地
域
振
興
課
、
各
児
童
ク

ラ
ブ
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

●
受
付
期
間　

１
月
４
日
㈪
〜
29

日
㈮　

※
平
日
の
み

●

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

本
庁
舎
こ
ど
も
課　

内
２
７
３
７

／
各
庁
舎
地
域
振
興
課　
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道
路
除
雪
作
業
の
際
に
は
次
の

点
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
除
雪
車
が
通
過
後
、
宅
地
等
の

入
口
に
残
っ
た
雪
は
、
各
自
で
除

雪
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
作
業
に
支
障
が
出
る
た
め
、
路

上
駐
車
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

り
ぶ
ら
ん
地
域
交
流
会
議
室
の

利
用
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

●

申
請
可
能
な
利
用
期
間　

４
月

〜
６
月
分
（
平
成
28
年
度
第
１
四

半
期
）

●

申
請
受
付
期
間　

１
月
７
日
㈭

〜
17
日
㈰
／
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
（
休
館
日
の
12
日
㈫
を
除
く
）

※
申
請
は
受
付
窓
口
で
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
電
話
等
に
よ
る
申
請
は

で
き
ま
せ
ん
。
重
複
し
た
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
市
の

行
事
等
で
す
で
に
予
定
が
入
っ
て

い
る
場
合
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

期
間
内
に
申
請
が
な
か
っ
た
会

議
室
は
、
２
月
４
日
㈭
か
ら
随
時

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
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ん
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平
成
28
年
度
の
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
に
入
会
す
る
児
童
を
募
集
し

ま
す
。
ま
た
、
現
在
入
会
し
て
い

2

募
集

案
内

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

入
会
児
童

除
雪
作
業
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

国
民
年
金
基
金
制
度

お
願
い

水
道
管
の
凍
結
に
注
意
を

地
域
交
流
会
議
室
の

利
用
申
請
受
付

下
水
道
へ
の
早
期
接
続
を


